
  

 

〇ごみ減量器具とは？ 
生ごみを堆肥化したり乾燥させたりして、量を減らす器具です。 

補助対象は以下の３つで、購入額の約半額を補助します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇手続きの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

① コンポスト容器 

 土壌作用で堆肥化。 
 補助上限額：5,000 円 

②生ごみ処理容器 
微生物を利用し 
生ごみを堆肥化。 
補助上限額：1,500 円 

★まずはご相談を！ 
ごみ減量器具 

補助金 
ホームページ 

③機械式生ごみ処理機 
ヒーター乾燥や微生物の働きで 
生ごみを堆肥化・減量化。 
補助上限額：50,000 円 



 

 

コンポスト容器 生ごみ処理容器
機械式

生ごみ処理機

備　考

使い方

① 日当りのいい土の地面
を20㎝掘って設置
② 水切りした生ごみを入
れ、時々落ち葉や雑草も入
れて混ぜる。20㎝程度た
まったら土を5㎝かぶせる
③ いっぱいになったら容
器を抜き、土をかぶせて熟
成させる
(適切な管理をしないと臭
いや虫が発生することがあ
ります)

① 水切りした生ごみを投
入し、EMボカシ(ホームセ
ンター等で購入。補助対象外)

を均一に振りかける
② ふたを閉め、直射日光
の当たらない場所に置く
③ いっぱいになるまで①
を繰り返し、いっぱいに
なって1～2週間おくと堆
肥になる

〇 バイオ式
生ごみとバイオ資材(乾燥し
た木のチップ等。補助対象外)
を入れると、熱や攪拌で発酵

が促進され、堆肥になる。

〇 乾燥式
ヒーター等で生ごみを乾燥
させ、減量化。臭いが少な
く、室内設置が可能。処理
時間は生ごみ400gで2時
間前後(メーカー調)。

容器を設置
できる敷地を
有すること。

手続き上の
注意

補 助 額

補助限度額 5,000円 1,500円 50,000円

補助で設置
できる数

(1世帯当たり)
２基まで ２基まで １基

次回の補助
までの期間

5年経過して
故障した場合

お問い合わせ
・

お申し込み

　　　　クリーン推進課　℡20－1530（直通）
　　　　下総支所　　　　℡96－1111
　　　　大栄支所　　　　℡73－2111

空港騒音
地域は

50％増し

補助要件

・市内在住の世帯主であること
・市税を完納していること
・発生した堆肥を自己処理できること

・設置申込書の提出はFAX・郵送でも可。購入前の提出が必須。
・購入券が使えるのは【市の認定を受けた販売店】のみ。

【機械式生ごみ処理機　販売店】㈲でんき館やまぎし（田町280），ケーズデンキ成田本店（ウイング土
屋177），㈱大竹産業（飯田町1-6），島田建設㈱（公津の杜2-42-6），ユウショップかいほ（久住中央
3-11-27），㈲パナクレールなかがわ（名古屋601），㈱ササキ（ASA成田）（松崎2001-17）

【コンポスト容器　販売店】㈲石渡金物店（花崎町534），成田市農業協同組合経済センター（宝田
912-1），かとり農業協同組合下総神崎経済センター（高岡1198-4） ，かとり農業協同組合大栄経済
センター（吉岡551-1）

【生ごみ処理容器　販売店】㈲石渡金物店（花崎町534）

購入額の2分の1に相当する額
(100円未満は切り捨て)

5年経過　もしくは
2年経過し破損などで
使用不能になった場合

補助の要件・注意事項など 







６５歳
の方へ

高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期接種について （ご案内 ）
高齢者肺炎球菌ワクチンの
定期接種について （ご案内 ）

これまでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方は、
助成の対象になります

助成対象者

肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがなく、接種日時点で成
田市に住民票があり、以下の①もしくは②に該当し、接種を希
望する方。
① 接種日時点で65歳の方（66歳の誕生日前日まで接種可能）

65歳の誕生日の時期に、ご自宅宛てに予診票を発送いたし
ます。届いていない場合は下記問合先へお電話ください。

② 接種日時点で60歳～64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能によって日常生活
がほとんど不能な程度の障がいを有する場合
予診票は、下記問合先にお申込みください。

接種費用 ６，０００円（生活保護受給者は無料）

接種の流れ

【問合先】成田市地域医療政策課（成田市赤坂1-3-1 保健福祉館内）
電話番号：0476(27)1119 FAX：0476(27)1114

① 医療機関に接種の予約を行う
※一部予約が不要な医療機関もあります

② 以下の持ち物を持参し、ワクチンを接種する
・ 成田市が発行する予診票
・ 氏名・住所・生年月日が確認できる物

（マイナンバーカードなど）
・【該当者のみ】生活保護受給証明書、身体障害者手帳



帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる病気です。水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内

に潜伏し、加齢などで免疫が低下すると、ウイルスが再び活性化して、帯状疱疹を発症します。 

帯状疱疹にかかる年代のピークは 70 歳代といわれています。 

成田市 

 

 

【令和８年度の対象者】  
成田市に住民票があり①又は②のいずれかに該当し、接種を希望する人 

① 令和９年３月３１日までに下表の年齢に該当する人 

令和８年３月末にご自宅宛てに封筒で予診票をお送りしていますので、ご確認ください。 

65 歳 昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日生 70 歳 昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日生 

75 歳 昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生 80 歳 昭和２１年４月２日～昭和２2 年４月１日生 

85 歳 昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生 90 歳 昭和１1 年４月２日～昭和１2 年４月１日生 

95 歳 昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生 100 歳 大正１5 年４月２日～昭和 2 年４月１日生 

※上記の生年月日に該当する方であれば、誕生日を待たずに接種できます。 

② 接種日当日６０歳～６４歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不

可能な程度の障がいを有する人（身体障害者手帳１級相当）。 

予診票は、下記お問い合わせ先にお申し込みください。 
 

【令和 8 年度の接種期間】 令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

【接種回数と接種費用】 A か B どちらか１つを選択。助成は生涯に一度です 

 ワクチンの種類 接種回数 接種費用 

A 生ワクチン（ビケン） １回 ４，５００円 

B 不活化(組換え)ワクチン 
（シングリックス） 

２回 
（間隔は２か月以上あける） 1 回につき １１，０００円 

注

意 

B の不活化(組換え)ワクチンは、２か月以上の間隔をあけて接種しますので、１回目は１月まで

に接種してください。２回目は、３月３１日までに接種してください。 

※生活保護又は中国残留邦人等支援給付受給世帯に属する方は、接種費用が無料です。 
医療機関に受給者証、本人確認書類を提示してください。 
 

【実施方法】  
１．医療機関に接種の予約を行う 

２．以下の持ち物を持って、実施医療機関でワクチンを接種する 

・成田市が発行する予診票、住所と年齢が確認できるもの、接種費用 

・６０～６４歳の対象者は、予診票、身体障害者手帳、接種費用 

 

【ご注意】 
・接種期間外の予防接種は、全額自己負担になります。 

・成田市内の医療機関以外で接種希望の場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 

成田市健康推進部地域医療政策課 
〒２８６－００１７ 成田市赤坂１－３－１（成田市保健福祉館内） 
電話：０４７６－２７－１１１９ FAX：０４７６－２７－１１１４ 

 



予約不要













地震に備えて住宅の を！！ 

 

成田市では，住宅の耐震化について，補助を行っております。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注１)木造のほか，鉄骨造や鉄筋コンクリート造も含まれます。 

(注２)耐震改修に要する設計費及び工事監理費を含みます。 

 

 
特に、昭和56年以前に建築された住宅は、 

倒壊の可能性が高いです！！ 

☞耐震診断に補助！ 

一戸建ての住宅(注１)の耐震診断に 

要する費用のうち， 
 

３分の２（上限８万円） 

☞耐震改修工事に補助！ 

一戸建ての住宅(注１)の耐震改修工事に

要する費用(注２)のうち， 
 

  ５分の４（上限１１５万円） 

☞まずは無料相談から 

『地震の時、わが家は大丈夫なのか？』 の質問に建築士がお答えします。 

月 1 回，住宅の耐震相談会を無料
．．

（予約制）で行っております。 

 

 

【問い合わせ先】 成田市役所 建築住宅課 

☎0476-20-1564 

～あなたの命と財産を守るために、いま一度 確認をお願いします～ 

☞その他ブロック塀等除却への補助もございます！ 

 

危険なブロック塀等の除却に要する費用のうち，２分の１（上限１０万円） 

 

相 談 日： 4 月 16 日（木）、5 月 17 日（日）、6 月 16 日（火）、7 月 15 日（水）、 

8 月 23 日（日）、9 月 18 日（金） 

場 所：成田市役所５階 会議室(5 階建築住宅課窓口にお越しください。) 

申込方法：各相談日の２日前(土・日・祝日を除く)までに、お電話(建築住宅課(20-

1564))にて。 



新生児期、乳幼児期、学齢期・思春期の 

各段階を経て、おとなになるまでの 

成長過程にあるこどもたちを応援し、 

支える地域活動 

※要件等の詳細は 

募集要項をご参照ください 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人成田市社会福祉協議会 

成田市内のこどもを対象に実施する、 

こどもを取り巻く社会課題の解決を 

目的とした地域活動を支援します。 

令和８年度 

 

 

●令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に実施の、こどもを取り 

巻く社会課題の解決を目的とする地域活動。  

※営利を目的とした活動は除く。 

●成田市内のこどもを対象とする活動。 

※広域活動の場合は、助成対象活動の活動地域が成田市内にあること。 

●活動対象者を会員等に限定せず、地域住民に開かれた活動。 

●活動対象者が概ね５人以上の活動。 

 

 

●成田市内において、自立的、継続的にこども応援活動の実施が見込める、 

営利を目的としない団体。 

※法人格の有無は問いません。 

※特定の宗教や政治思考を広めることを目的とする団体、反社会的勢力 

及び反社会的勢力と密接な関わりがある団体は除きます。 

●助成決定後、指定様式の提出や、活動実績報告等の公開に同意すること。 

●本助成金の交付を受けていない団体。（原則１団体１回限り） 

※ただし活動の発展やステップアップにつながる活動に限り、予算の範囲内

で初回申請団体を優先の上、２年間の継続助成を限度として対象とします。 

申請受付 
期 間 

助 成 
金 額 

令和８年 

５月１日（金）～６月３０日（火） 
         ※当日消印有効 

１団体上限 ３万円 

申請書提出先・問合せ窓口 

社会福祉法人成田市社会福祉協議会 平日 8：30～17：15 

Tel 0476-27-7755 ／ Fax 0476-27-１２６３ 

〒286-0017成田市赤坂 1-3-1 成田市保健福祉館内  E メール soumu@naritashakyo.or.jp 

対象活動 

対象団体  

対象経費 
こども応援活動の 

実施に必要な経費 

(材料費、消耗品費、印刷製本費、 

賃借料、通信運搬費、旅費交通 

費、光熱水費、燃料費、会議費、 

人件費、諸謝金 等） 

助成対象外 

個人への直接的な金銭給付に 

かかる経費、団体の維持・管理 

のみを目的とした経費、運営ス 

タッフの人件費・謝金、 その他 

経費の妥当性が助成金の趣旨 

にあわないもの。 

提出書類を郵送または持参 

●『募集要項』『申請様式』は 

窓口で配布しています。 

※本会ホームページ 

からダウンロード可能 

http://www.naritashakyo.or.jp 

 

次の要件をすべて満たす活動 

 

次の要件をすべて満たす団体 

 



 

 

 

 

 

提出書類 

① こども応援活動助成金交付申請書【様式第１号】 

② 活動計画書【様式第２号】 

③ 申請活動にかかる経費（支出）と資金（収入）の内訳【様式第２号別紙】 

④ 団体の会則・定款等の組織規程 ※様式自由 

⑤ 団体の構成員名簿 ※様式自由 

※その他、団体の概要や活動内容の参考となる資料 

 

 

 

申請内容の審査を行い助成の可否を決定し、申請団体に結果を書面で通知します。 

 

 

 

こども応援活動助成金助成金交付請求書【様式第４号】の提出 （指定の銀行口座へ振込みで交付） 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

① こども応援活動助成金助成金実績報告書【様式第５号】 

② 収支決算書【様式第６号】 

③ 活動の様子がわかる資料・写真 

※助成金の交付済額に残額が生じた場合等は、返還が必要になります。 

※その他、助成対象活動の全部又は一部を行わないことになったとき、助成対象活動の実施方法又は助成金の

使途が不適切と認められたとき、申請内容に不正な行為があったときは、助成金の交付を取り消し、またはすで

に交付した助成金の全部又は一部を返還していただきます。 

 

 

 

 

申請を希望する団体 

助成金交付の決定通知を受けた団体 

成田市社会福祉協議会 

令和８年度 こども応援活動助成金 

●『成田市こどもの居場所づくり支援補助金』の交付団体は、市補助金対象外の経費で申請活動に

必要となる、本助成金の対象経費のみを助成対象とします。 

●本会の『居場所づくり助成金』（１団体１回限り／成田市内で「居場所」の運営を行う団体、新規に

立上げる団体を対象にした助成事業）、『ボランティアグループ活動運営事業助成金』（ボランティ

アセンター登録団体対象）との併用可能です。※ただし、申請経費の重複不可。 

●子ども会、区・自治会・町内会が小学生を対象に実施する体験行事は、本会の『子ども会等助成

金』をご利用ください。  

 

成田市社会福祉協議会 

助成金交付の決定通知を受けた団体 

この助成事業は、成田市社会福祉協議会へお寄せいただいた寄付金により実施しています。 







お申し込みは
ホームページへ！

応急手当講習HP

家族の命を救えるのは、あなたの行動です

心停止の６割以上が自宅で発生しています
救命講習の開催日程と会場

成田市 応急手当講習 検索
消防本部では、上記以外の日程においても、各種救
命講習を随時開催しております。
また救命講習の各種類や、消防職員が出向して行う
講習会など詳細については、裏面またはホームページ
をご覧ください。

日程表 ※講習の種類については、裏面をご覧ください

問合せ先会場定員講習日種類

公津分署
0476-２９-６６２７

公津分署
２階講堂15名6/2１（日）Ⅰ

成田消防署
0476-20-1594

市役所
６階大会議室３0名7/１９（日）Ⅰ

赤坂消防署
0476-26-3210

赤坂消防署
2階多目的室20名8/９（日）Ⅲ

消防本部救急課
0476-22-1273

市役所
6階大会議室40名8/1（土）上級

受講料

無料

【受付期間】

講習日の前月1日から
講習日の1週間前まで

【対象】
成田市に

在住・在勤・在学の
中学生以上の方

【申込方法】
各問合せ先へ電話または、
成田市のホームページ
から申し込み下さい。



普通救命講習Ⅲ
３時間（9：00-12：00）

赤ちゃんと子ども
に対する心肺蘇生法と
AEDの取り扱い、窒息
の対処などを学ぶ

上級救命講習
８時間（9：00-17：00）

成人・赤ちゃん・子ども
に対する心肺蘇生法とAED
の取り扱い、その他の応急処
置（搬送法や三角巾など）など
を学ぶ

普通救命講習Ⅰ
３時間（9：00-12：00）

成人に対する心肺
蘇生法とAEDの取
り扱い、窒息の対処
などを学ぶ

救命講習の種類

問い合わせ先
0476-20-1594

成田市花崎町７６０成田消防署

0476-３６-０１１９
成田市飯岡107-3飯岡分署

0476-2６-３２１０
成田市赤坂3-3赤坂消防署

0476-29-6627
成田市江弁須98‐1公津分署

0476-３５-１００７
成田市三里塚２三里塚消防署

0476-３０-１１８７
成田市木の根１９空港分署

0476-７３-４１４１
成田市津富浦１２３０大栄消防署

0476-96-4023
成田市名木1055-1下総分署

職場などへ消防職員が

伺う出張講習会も
実施しています！

参加者が５名以上
でしたら、最寄りの消
防署へご相談下さい。

※行事や訓練人形の予
約の関係で、出張講習
会については、候補日を
３日程度ご用意いただ
き、事前調整をお願いし
ます。

研修担当者必見！

その他、救命講習会や救急に関するご質問などありましたら、
お問合せ下さい。

成田市消防本部 救急課
0476-22-1273
kyukyu@city.narita.chiba.jp 救急課HP

普通救命講習ⅠとⅢが
合わさった講習会です。







令和8年度公開講座
参加無料
定員50名

国際医療福祉大学

国際医療福祉大学では「社会に開かれた大学」を基本理念のひとつに掲げており、

成田キャンパスでも開設以来、地域の皆様向けに「公開講座」を開催しております。

「健康を支える」をテーマに、今年度も本学教員が皆様の生活に役立つ情報を発信してまいります。

申込み

理学療法学科 石井 秀明 講師

めざせ健康寿命アップ！

体力測定会＆楽しく動く脳トレ体操

千葉県成田市公津の杜４-３

京成本線「公津の杜」駅前

駐車場のご用意はございませんので、

ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

5/25 月 14 : 30～16 : 30

会場：成田キャンパス 成田看護学部・成田保健医療学部棟

学生と教員で、地域で生活されている高齢の方に向けて、

体力測定や運動を行います。

※参加条件：65歳以上の方

※着脱しやすい服装、裸足になれる恰好でご来校ください（測定のため）

①受講希望日

②受講希望者氏名

③連絡先電話番号

④ご年齢

下記の事項について電話または

FAXにてお知らせください。

※65歳以上対象

後援 成田市

---お問い合わせ先---

■国際医療福祉大学成田キャンパス総務課

TEL：0476-20-7701

FAX：0476-20-7702


